
秋
田
藩
主
佐
竹
義
和
は
、
寛
政
か
ら
文
化
期
に
か
け
て
藩
政
改
革
を

主
萌
し
た
「
名
君
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
義
和
を
「
名
君
」
と
す

(
l
)
 

る
認
識
は
、
近
代
に
お
け
る
顕
彰
事
業
を
介
し
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
条
目
な
ど
諸
法
令
の
分
析
を
通
し
て
、
義
和
と
家

老
疋
田
斎
定
常
を
始
め
、
岡
本
但
馬
元
貴
、
大
越
十
郎
兵
衛
範
国
、
中

山
文
右
衛
門
（
背
我
）
ら
「
賢
宰
」
に
よ
り
、
蕃
校
の
設
立
と
人
材
養
成
、

殖
産
興
業
と
専
売
制
に
よ
る
財
政
建
て
直
し
等
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
論

じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
現
代
に
お
い
て
も
根
強
く
残
る
イ
メ
ー
ジ
に
対

し
て
、
本
稿
は
義
和
の
自
筆
記
録
を
用
い
て
家
臣
と
の
関
係
を
分
析
す

る
こ
と
で
、
そ
の
実
像
の
一
端
に
迫
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

佐
竹
義
和
は
、
江
戸
に
お
け
る
公
務
及
び
国
許
を
中
心
と
し
た
政

は
じ
め
に

九
世
紀
初
頭
の
秋
田
佐
竹
家
に
お
け
る
大
名
・
家
臣
関
係

|
「
廻
座
・
諸
士
同
席
一
件
」
を
事
例
に
|
|

務
の
記
録
を
作
成
し
て
い
た
。
寛
政
期
に
お
い
て
は
、
江
戸
に
お
け

る
公
務
へ
の
関
心
か
ら
自
筆
の
記
録
を
作
成
し
た
が
、
享
和
三
年

（
一
八

0
三
）
の
久
保
田
着
城
時
か
ら
は
国
許
に
お
い
て
、
政
務
記

録
で
あ
る
「
用
向
書
留
」
を
作
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
寛
政
四
年

（
一
七
九
二
）
に
親
裁
を
始
め
た
時
期
で
は
な
く
、
こ
の
時
期
に
記
録

を
作
成
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
家
中
の
家
格
序
列
「
廻
座
・
諸
士

(
2
)
 

同
席
一
件
」
を
裁
断
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

(
3
)
 

佐
竹
家
中
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
座
格
制
に
つ
い
て
は
、
元
禄
期
ま

(
4
)
 

で
の
整
備
の
過
程
を
論
じ
た
根
岸
茂
夫
氏
の
研
究
が
あ
る
が
、
近
世
後

期
の
座
格
制
の
運
用
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
分
析
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
事
例
と
す
る
「
廻
座
・
諸
士
同
席
一
件
」
に

つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
享
和
＿
―
-
年
十
月
に
義
和
の
直
筆
書
付
及

び
条
目
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

清

水

翔

太

郎
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義
和
期
に
つ
い
て
、
加
藤
民
夫
氏
は
「
宝
暦
・
天
明
期
の
混
迷
か
ら

脱
す
る
た
め
に
は
、
何
と
し
て
も
一
門
・
重
臣
ら
の
旧
例
順
守
の
姿
勢

を
押
さ
え
、
新
し
い
執
政
や
奉
行
た
ち
の
味
方
と
な
っ
て
、
彼
ら
を
抵

抗
勢
力
か
ら
守
り
、
決
断
を
決
し
て
毅
さ
な
い
藩
主
と
し
て
の
信
念
が

(
5
)
 

求
め
ら
れ
た
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
改
革
を
推
し
進
め
る
義
和
・
家

老
・
中
下
級
藩
士
と
一
門
・
重
臣
層
の
対
立
関
係
が
先
行
研
究
で
は
、

指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
「
廻
座
・
諸
士
同
席
一
件
」
の
直
筆
書

付
及
ぴ
条
目
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
分
析
す
る
と
、
義
和
と
苗
字

衆
（
一
門
）
、
家
老
、
廻
座
の
家
臣
と
の
緊
張
関
係
、
廻
座
と
諸
士
の

対
立
関
係
な
ど
、
複
雑
な
関
係
が
見
え
て
く
る
。
つ
ま
り
、
本
問
題
を

分
析
し
て
当
該
期
の
佐
竹
家
中
に
お
け
る
諸
関
係
を
詳
ら
か
に
す
る
こ

と
は
、
改
革
政
治
を
め
ぐ
る
基
本
的
な
人
間
関
係
を
把
握
す
る
上
で
も

重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
佐
竹
義
和
の
自
筆
記
録
を
用

い
て
、
義
和
が
座
格
制
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
最
終
意
思
決
定
権
を

有
す
る
中
で
、
ど
の
よ
う
に
裁
断
を
し
た
の
か
、
直
筆
書
付
及
び
条
目

が
出
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
分
析
す
る
。
そ
の
際
、
久
保
田
城
内
に
お

け
る
義
和
が
政
務
を
処
理
す
る
空
間
に
注
目
し
て
、
義
和
の
政
務
の
実

態
と
そ
れ
を
支
え
た
家
臣
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。

「
廻
座
・
諸
士
同
席
一
件
」
の
概
要

(
1
)
廻
座
・
諸
士
同
席
の
直
筆
書
付
及
び
条
目

享
和
三
年
十
月
二
十
一
日
、
久
保
田
城
本
丸
の
広
間
に
て
、
家
臣
の

各
屋
敷
に
お
い
て
廻
座
と
諸
士
の
同
席
を
命
じ
る
義
和
の
直
籠
書
付
及

び
条
目
が
家
中
に
伝
達
さ
れ
た
。
長
文
で
あ
る
の
で
、
要
点
の
記
さ
れ

(
6
)
 

て
い
る
直
筆
書
付
の
み
以
下
に
引
用
す
る
。

家
中
之
儀
は
古
来
よ
り
引
渡
・
回
座
・
諸
士
夫
々
之
取
扱
差
等
有
之

俄
は
循
く
心
得
之
通
二
候
、
然
は
回
座
・
諸
士
於
宅
座
席
之
義
相
難

候
二
付
、
其
次
第
近
年
申
出
候
得
共
、
自
御
先
代
様
於
宅
取
扱
之
差

段
被
相
分
候
像
も
無
之
候
得
は
頗
令
思
慮
、
早
速
不
及
其
沙
汰
二
候
、

然
れ
と
も
此
義
長
々
指
揮
無
之
而
は
品
々
指
支
之
事
共
有
之
由
相
聞

候
、
依
之
今
般
格
別
之
存
慮
を
以
、
銘
々
於
宅
取
扱
之
差
段
左
二
申

渕一
、
回
座
江
諸
士
相
越
候
節
、
副
役
以
上
之
面
々
二
限
り
初
よ
り

同
席
二
可
致
、
其
他
之
諸
士
敷
居
外
二
而
一
礼
之
上
同
席
可

闘
一
、
番
頭
・
番
組
之
者
、
会
釈
是
迄
之
通
可
相
心
得
候
事

一
、
回
座
之
面
々
、
此
末
勘
定
奉
行
・
評
定
奉
行
又
は
用
人
等
頼

分
之
俄
相
除
候
事

一
、
苗
字
之
面
々
・
引
渡
・
廻
座
、
会
釈
是
迄
之
通
可
相
心
得
候

事
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一
、
回
座
之
面
々
惣
而
殿
中
取
扱
是
迄
之
通
可
相
心
得
候
事

右
之
通
、
此
度
令
指
揮
候
得
共
、
回
座
・
諸
士
固
り
同
雖
之
俄
二

は
無
之
候
条
、
各
其
分
を
相
守
相
互
二
失
礼
之
俄
無
之
様
二
可
致

側
、
惣
而
下
た
る
者
ハ
上
を
敬
ひ
、
上
た
る
も
の
は
下
江
も
譲
り

を
加
候
様
二
と
の
事
二
候
条
、
辞
謙
譲
遜
之
道
を
主
と
致
、
和
睦

を
も
第
―
二
心
懸
苛
察
之
儀
無
之
様
二
専
務
之
事
二
候
也

久
保
田
城
中
に
お
い
て
は
座
格
制
に
基
づ
い
た
座
席
が
設
定
さ
れ
て

い
た
が
、
家
臣
各
々
の
屋
敷
に
お
い
て
は
座
格
制
に
基
づ
く
応
対
に
つ

い
て
定
め
が
な
く
、
本
書
付
は
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
重
要

な
の
は
第
一
条
で
あ
り
、
諸
士
が
廻
座
の
屋
敷
に
出
向
い
た
際
に
は
、

副
役
以
上
の
役
職
に
就
い
て
い
る
者
に
限
り
最
初
か
ら
同
席
と
し
、
そ

の
他
の
諸
士
は
敷
居
の
外
で
一
礼
を
し
た
上
で
同
席
す
べ
き
と
し
た
。

な
ぜ
義
和
は
「
格
別
之
存
慮
」
に
よ
り
、
こ
う
し
た
直
筆
書
付
及
び

条
目
を
出
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
事

の
発
端
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

(2)
「
廻
座
・
諸
士
同
席
一
件
」
の
発
端

「
廻
座
・
諸
士
同
席
一
件
」
に
つ
い
て
は
、
直
筆
書
付
及
び
条
目
が

出
さ
れ
る
ま
で
に
関
与
し
た
人
物
も
記
録
を
残
し
て
い
る
。
横
手
の
所

預
戸
村
十
太
夫
義
通
は
、
嫡
子
の
出
仕
の
た
め
久
保
田
に
出
府
し
て
い

た
と
こ
ろ
議
論
に
加
わ
っ
た
が
、
東
家
佐
竹
将
監
義
府
か
ら
借
用
し
た

(
7
)
 

関
連
文
書
を
写
し
、
「
廻
座
諸
士
同
席
一
件
」
を
作
成
し
た
。

ま
た
、
北
家
当
主
佐
竹
河
内
義
文
は
、
「
下
国
使
者
」
と
し
て
義
和

の
久
保
田
着
城
を
幕
府
に
報
告
し
、
そ
の
帰
途
久
保
田
に
立
ち
寄
り
議

(
8
)
 

論
に
加
わ
っ
た
。
河
内
が
記
し
た
「
北
家
御
日
記
」
に
も
記
述
が
あ
り
、

(
9
)
 

さ
ら
に
義
和
に
差
し
出
し
た
書
載
等
を
「
書
載
写
」
と
し
て
ま
と
め
て

い
る
。
こ
れ
ら
も
参
照
し
な
が
ら
、
条
目
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を

見
て
行
く
。

戸
村
の
「
廻
座
諸
士
同
席
一
件
」
に
は
、
寛
政
七
年
一
月
、
相
手
番

の
取
り
次
ぎ
を
受
け
、
家
老
岡
本
但
馬
・
宇
都
宮
小
膳
・
疋
田
斎
（
定

常
）
・
大
越
十
郎
兵
衛
範
が
義
和
に
差
し
出
し
た
「
口
上
覚
」
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
廻
座
共
申
会
之
上
、
御
相
手
番
共
引
受
、

先
年
申
聞
候
俄
何
レ
ニ
被
相
極
候
様
二
仕
度
申
聞
申
候
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
廻
座
が
本
件
に
つ
い
て
相
談
し
、
相
手
番
が
そ
の
意
向
を
取
り

次
ぎ
、
家
老
ら
に
裁
断
を
求
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
を
受
け
て
家

老
た
ち
は
義
和
に
上
申
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
た
点

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

以
前
廻
座
席
を
被
居
置
候
節
辿
も
、
各
於
宅
会
釈
等
之
儀
迄
被
仰
渡

可
被
相
定
様
も
無
御
座
、
宝
暦
以
前
迄
者
諸
士
之
面
々
辿
も
同
席
之

儀
ニ
―
統
心
得
候
事
も
決
而
無
之
候
処
、
宝
暦
之
頃
よ
り
御
物
頭
共

之
内
、
廻
座
之
面
々
江
同
席
致
候
と
申
俵
不
計
相
起
、
其
後
右
一
件

早
々
相
難
候
得
共
、
廻
座
之
面
々
二
て
ハ
、
折
節
御
代
替
又
ハ

御
国
家
御
事
多
之
硼
故
多
分
掛
酌
仕
御
苦
柄
之
鏃
も
不
申
上
罷
在
候

得
共
、
其
後
追
々
御
物
頭
共
始
諸
士
之
面
々
堅
く
同
席
之
儀
二
御
廻
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座
之
面
々
江
申
決
候
者
、
挙
而
相
募
候
事
二
相
求
、
近
年
二
至
候
而

其
為
家
督
出
仕
等
上
江
相
係
候
大
礼
、
其
外
ノ
婚
礼
・
元
服
等
之

礼
俄
有
之
候
節
ハ
殊
更
差
支
候
次
第
二
相
至
、
礼
譲
謙
遜
等
之
道
者

地
を
彿
而
相
失
、
猥
二
上
を
犯
候
風
格
二
相
成
、
不
得
止
、
廻
座

之
面
々
よ
り
申
出
候
次
第
（
以
下
略
）

こ
こ
か
ら
は
、
家
臣
の
屋
敷
に
お
け
る
応
対
の
規
定
は
な
く
、
宝
暦

期
以
前
、
諸
士
は
廻
座
と
同
席
す
る
と
い
う
認
識
は
な
か
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
宝
暦
期
以
後
、
諸
士
で
あ
る
物
頭
が
同
席
を
主
張
し
た
こ
と

で
問
題
が
生
じ
て
い
た
が
、
時
勢
を
鑑
み
て
先
代
義
敦
に
は
上
申
は
せ

ず
に
い
た
と
言
う
。
し
か
し
近
年
に
な
り
、
俵
礼
の
際
に
問
題
が
生

じ
る
よ
う
に
な
り
、
諸
士
の
礼
儀
を
弁
え
な
い
行
動
が
目
立
つ
よ
う
に

な
っ
た
の
で
や
む
を
得
ず
、
義
和
に
上
申
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
廻
座

は
主
張
し
て
い
た
。

廻
座
は
宝
暦
期
か
ら
問
題
が
生
じ
て
い
た
と
す
る
が
、
寛
政
期
に
廻

座
の
不
満
が
表
面
化
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
背
景
と
し
て
、

諸
士
の
役
方
進
出
の
動
向
と
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
寛
政
元
年

に
藩
校
が
設
置
さ
れ
、
そ
こ
で
学
ん
だ
諸
士
層
が
「
改
革
派
官
僚
」
と

い
う
べ
き
行
政
集
団
を
形
成
し
、
文
化
末
年
以
降
、
「
実
際
の
政
治
実

(10) 

践
に
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
諸
士
の
政
治

的
役
割
の
高
ま
り
に
対
し
て
、
廻
座
は
先
祖
以
来
の
権
威
、
特
権
を
維

持
す
る
こ
と
を
志
向
し
た
と
見
て
と
れ
る
。
家
老
た
ち
の
認
識
も
「
古

来
之
形
相
立
同
席
等
不
致
、
膳
器
等
之
俵
も
相
分
候
事
二
相
極
候
て
家

柄
之
者
役
柄
等
之
参
会
ハ
互
謙
譲
を
旨
と
可
仕
事
二
御
座
候
故
、
会
釈

形
等
之
俄
ハ
引
渡
・
廻
座
一
統
猶
申
合
方
も
可
有
御
座
、
従
上
も
被

仰
渡
之
御
次
第
も
可
有
御
座
事
二
奉
存
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
廻
座
の

意
向
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
諸
士
と
の
同
席
を
不
可
と
す
る
こ
と

を
望
み
、
義
和
の
対
応
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

家
老
が
義
和
に
裁
断
を
求
め
て
か
ら
、
享
和
三
年
十
月
に
直
筆
昔
付

及
び
条
目
が
出
さ
れ
る
ま
で
九
年
を
要
し
て
お
り
、
そ
の
間
、
廻
座
か

ら
の
催
促
を
抑
止
す
る
動
き
も
あ
っ
た
。
享
和
元
年
に
は
「
同
席
一
件

御
裁
断
之
義
、
御
記
録
所
御
書
物
等
御
吟
味
被
成
置
、
得
と
御
思
慮

被
相
尽
候
上
、
明
春
欺
明
後
年
御
下
国
之
上
迄
二
者
可
被
仰
出
旨
、

先
キ
頃
将
監
殿
へ
被
仰
含
候
二
付
、
御
廻
座
之
面
々
江
右
之
心
得
を
以

差
控
罷
在
候
様
」
と
、
義
和
は
記
録
を
吟
味
し
て
、
翌
年
あ
る
い
は
翌
々

年
の
下
国
迄
に
は
裁
断
す
る
と
佐
竹
将
監
に
意
向
を
伝
え
た
こ
と
も
あ

り
、
家
老
か
ら
廻
座
の
面
々
に
裁
断
を
催
促
を
し
な
い
よ
う
に
伝
達
が

(11) 

あ
っ
た
。
義
和
が
こ
う
し
た
廻
座
の
催
促
を
警
戒
し
て
い
た
様
子
は
「
用

向
書
留
」
か
ら
も
わ
か
る
。
享
和
三
年
六
月
九
日
に
は
「
将
監
咄
し
二

ハ
、
帯
刀
へ
回
座
催
促
申
上
ぬ
様
に
と
申
候
処
、
な
る
た
け
申
上
ぬ
様

に
可
仕
と
咄
候
よ
し
、
当
時
相
手
番
申
付
候
間
、
い
つ
れ
願
ハ
相
手
番

取
次
候
故
、
帯
刀
右
之
心
付
候
得
者
よ
ろ
し
く
存
候
」
と
記
さ
れ
て
い

(12) 
る
。
将
監
が
相
手
番
の
向
帯
刀
に
廻
座
の
催
促
を
取
り
次
が
な
い
よ
う

に
と
伝
え
た
と
こ
ろ
、
な
る
べ
く
は
取
り
次
が
な
い
と
向
は
返
答
し
た

と
い
う
。
こ
こ
か
ら
は
義
和
が
相
手
番
の
取
次
を
野
戒
し
て
お
り
、
義
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和
・
将
監
と
廻
座
・
相
手
番
の
間
の
緊
張
関
係
が
窺
え
る
。

廻
座
の
家
臣
は
、
先
祖
以
来
の
特
権
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
、

問
題
の
解
決
を
主
君
に
求
め
た
が
、
裁
断
が
先
延
ば
し
に
さ
れ
る
こ
と

に
対
し
て
不
満
が
生
じ
、
催
促
を
求
め
る
よ
う
な
動
き
が
見
ら
れ
た
。

そ
の
一
方
で
義
和
の
権
威
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
、
将
監
を
中
心
と
し

て
廻
座
の
催
促
を
牽
制
す
る
動
き
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
義
和
は
将
監
を

介
し
て
自
ら
の
権
威
の
維
持
を
図
っ
た
と
も
見
て
と
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
義
和
の
裁
断
に
時
間
を
要
し
た
の
は
、
義
和
と
将
監
が

家
老
・
相
手
番
・
廻
座
の
意
向
に
反
し
て
、
諸
士
と
の
同
席
を
命
じ
る

条
目
を
出
す
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
義
和
に

と
っ
て
、
自
ら
の
裁
断
次
第
で
こ
れ
ら
の
家
臣
と
対
立
が
深
ま
る
可
能

性
が
あ
り
、
慎
重
を
要
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
実
際
に
下
国
か
ら
条
目

を
出
す
ま
で
の
五
ヶ
月
間
に
家
老
二
人
が
職
を
退
い
て
い
る
。
下
国
直

後
に
は
先
の
口
上
覚
に
名
前
の
あ
っ
た
宇
都
宮
小
膳
を
、
病
気
を
理
由

に
家
老
職
を
退
か
せ
て
い
る
が
、
本
件
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

(13) 
る
。
も
う
一
人
は
廻
座
の
梅
津
藤
十
郎
で
、
直
筆
書
付
及
び
条
目
が
出

さ
れ
る
直
前
に
同
席
に
反
対
し
て
職
を
辞
し
た
。
ま
た
議
論
に
加
わ
っ

た
北
家
佐
竹
河
内
も
義
和
・
将
監
の
意
向
に
反
発
し
、
角
館
へ
帰
っ
て

い
く
こ
と
と
な
る
。

本
章
で
は
、
義
和
の
意
向
が
家
老
に
伝
達
さ
れ
る
以
前
の
意
思
決
定

過
程
を
み
て
い
く
が
、
以
下
論
じ
る
よ
う
に
、
同
席
と
す
べ
き
こ
と
は

義
和
と
将
監
の
間
で
意
思
が
共
有
さ
れ
て
お
り
、
国
許
下
向
か
ら
条
目

伝
達
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
両
者
で
議
論
さ
れ
た
の
は
、
家
老
、
廻
座

の
意
向
に
反
す
る
条
目
執
達
の
方
法
で
あ
っ
た
。

義
和
と
将
監
の
間
で
執
達
に
向
け
て
議
論
が
詰
め
ら
れ
て
い
っ
た
の

は
八
月
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
六
月
の
時
点
で
は
将
監
か
ら
「
回
座

義
ハ
河
内
着
之
上
二
て
、
将
監
同
様
二
老
共
へ
当
分
被
仰
出
か
ね
候
段

申
出
可
然
」
と
、
佐
竹
河
内
の
久
保
田
到
着
後
、
一
件
の
裁
断
は
当
分

の
間
難
し
い
と
家
老
へ
伝
達
す
べ
き
で
あ
る
と
義
和
に
上
申
が
あ
り
、

(
U
)
 

義
和
も
同
意
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
七
月
二
十
九
日
に
は
「
将
監
申

聞
候
ハ
、
昨
日
申
候
回
座
一
件
ハ
、
将
監
心
得
二
て
老
共
ヘ
ー
ト
先
所

存
様
子
可
申
談
と
申
聞
候
間
、
左
候
ハ
ヽ
ー
ト
先
可
申
談
候
様
申
付
候
、

今
日
申
談
候
よ
し
也
」
と
あ
り
、
将
監
が
家
老
の
考
え
を
探
る
こ
と
と

(15) 

な
っ
た
。
そ
の
結
果
は
八
月
一
日
に
義
和
に
報
告
さ
れ
た
が
、
「
用
向

(16) 

書
留
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

将
監
申
聞
候
、
老
共
へ
将
監
存
慮
程
二
回
座
一
件
申
候
所
、
老
共
も

随
分
取
受
候
得
と
も
、
又
々
老
共
申
候
ハ
、
在
々
な
と
二
て
も
給
人

共
回
座
と
い
た
し
色
々
事
時
々
申
候
二
付
、
内
々
申
出
候
事
も
有
之

よ
し
、
是
も
此
方
を
学
申
事
二
て
出
来
候
間
、
此
方
よ
り
い
つ
れ
被

佐
竹
義
和
の
意
思
決
定
と
苗
字
衆
・
引
渡
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仰
出
無
之
側
で
劉
不
相
止
個
、
幸
測
内
も
御
用
明
二
て
此
表
二
居
候

間
、
得
と
御
相
談
被
遊
、
被
仰
出
候
様
二
仕
度
旨
申
候
、
い
つ
れ
可

申
上
旨
申
置
候
よ
し
申
聞
候
、
右
二
付
い
つ
れ
河
内
へ
も
得
と
致
相

談
、
の
へ
候
と
も
、
又
分
ケ
候
て
申
出
候
と
も
可
致
申
、
此
間
中
二

両
人
揃
可
致
相
談
申
置
候

具
体
的
な
内
容
は
不
明
だ
が
、
家
老
ら
は
在
郷
給
人
と
廻
座
が
結
託

し
た
動
き
を
警
戒
し
、
義
和
の
命
に
よ
り
問
題
を
収
束
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
言
う
。
こ
こ
か
ら
は
家
老
た
ち
が
河
内
と
も
相
談
の
上
、

義
和
の
裁
断
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
家
老
の
意
向
も
ふ
ま
え
て
、
義
和
と
将
監
は
こ
れ
以
上
裁

断
を
先
延
ば
し
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
、
河
内
も
加
え
て
義

(17) 

和
の
納
戸
す
な
わ
ち
居
間
に
お
い
て
下
達
の
方
法
を
議
論
す
る
よ
う
に

な
る
。
納
戸
は
家
老
合
議
の
結
果
等
が
上
申
さ
れ
る
陰
の
間
よ
り
も
さ

ら
に
奥
ま
っ
た
空
間
に
あ
り
、
将
監
と
側
方
は
出
入
り
し
た
が
、
家
老

が
召
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
性
の
強
い
空
間
で
あ
っ

(18) 
た
。
八
月
四
日
に
は
「
於
納
戸
、
河
内
・
将
監
よ
ひ
て
回
座
一
件
申
会

候
、
い
つ
れ
申
出
候
ハ
、
同
席
の
事
二
致
候
と
段
々
咄
候
、
尚
思
慮
い

た
し
可
申
趣
申
聞
候
、
我
等
も
重
キ
事
故
、
重
ク
致
思
慮
可
申
申
置
候
」

と
、
義
和
は
納
戸
に
お
い
て
、
同
席
の
意
向
を
両
者
に
話
し
、
慎
重
に

(19)

（

20) 

思
慮
す
る
こ
と
を
互
い
に
確
認
し
た
が
、
「
北
家
御
日
記
」
に
は
よ
り

詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
、
被
仰
出
候
ハ
、
廻
座
之
面
々
全
体
近
来
至
当
之
致
方
二
候
故
、

璽
同
席
二
可
被
仰
渡
、
尤
於
御
広
間
其
刷
御
条
目
等
二
て

も
可
被
仰
渡
哉
、
左
候
ハ
、
老
共
御
請
も
申
上
間
敷
、
其
節

ハ
病
気
等
二
て
も
可
申
立
、
左
様
之
節
ハ
被
仰
付
方
も
可
有

之
、
右
之
義
前
廉
老
共
へ
不
被
仰
出
御
取
扱
之
思
召
形
、
猶

廻
座
之
面
々
申
立
方
等
二
不
宜
義
有
之
候
故
、
隈
座
被
仰
渡

候
二
て
も
可
然
之
旨
被
仰
出
候
、
将
監
ニ
ハ
御
同
意
之
趣
二

相
見
得
候
、
因
而
我
等
申
上
候
重
き
御
用
之
義
、
誠
御
国
家
之

御
大
事
、
奉
恐
入
候
、
何
レ
思
慮
之
上
将
監
申
合
可
申
上
段
申

上
候

一
、
右
之
通
被
仰
渡
候
て
老
共
相
頼
間
敷
、
因
而
中
山
文
右
衛
門
御

家
老
被
仰
付
へ
く
哉
之
旨
被
仰
出
候
、
将
監
被
申
上
候
ハ
諸
士

之
内
な
直
々
被
仰
付
候
義
も
無
之
、
猶
文
右
衛
門
義
ハ
老
衰
致

相
頼
間
敷
被
申
上
候

一
、
将
監
申
上
候
ハ
、
此
度
之
御
用
十
太
夫
加
談
被
仰
付
可
然
之
旨
、

我
等
一
寸
申
合
候
趣
申
上
候
、
御
思
慮
之
上
可
被
仰
出
よ
し
二

候

こ
こ
か
ら
義
和
は
廻
座
と
諸
士
同
席
の
条
目
を
家
老
の
同
意
を
得
ず

に
広
間
で
家
臣
た
ち
に
条
目
を
申
し
渡
す
こ
と
、
申
し
立
て
へ
の
不
満

か
ら
廻
座
を
「
欠
座
」
と
す
る
な
ど
、
同
席
を
実
現
す
る
た
め
に
強
硬

な
姿
勢
で
臨
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
意
見
の
対
立

に
よ
り
家
老
が
職
を
辞
す
可
能
性
も
想
定
し
つ
つ
、
父
義
敦
が
登
用
し

た
儒
者
中
山
文
右
衛
門
を
後
役
と
す
る
こ
と
を
義
和
は
述
べ
て
い
る
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が
、
諸
士
で
あ
り
、
老
齢
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
将
監
に
反
対
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
将
監
か
ら
は
久
保
田
に
在
府
中
の
戸
村
十
太
夫
も
相
談

に
加
え
る
べ
き
と
上
申
が
あ
り
、
義
和
は
思
慮
す
る
と
返
答
し
た
。
さ

ら
に
八
月
十
一
日
に
は
、
両
者
の
意
向
が
次
の
よ
う
に
義
和
に
上
申
さ

れ
店
。十

一
日
、
将
監
•
河
内
納
戸
へ
出
申
聞
候
ハ
、
此
間
被
仰
出
候
一
件

段
々
申
会
候
所
、
外
二
差
て
存
付
無
之
候
得
と
も
一
卜
先
申
会
之
趣

申
聞
候
よ
し
二
候
、
両
人
を
以
老
共
へ
回
座
・
諸
士
と
同
席
之
事
ニ

被
仰
出
可
然
、
右
二
付
段
々
申
上
候
趣
も
候
ハ
、
両
人
段
々
申
談
、

老
共
難
有
恐
候
上
二
て
被
仰
出
候
事
二
候
得
者
至
極
順
よ
ろ
し
く
存

候
趣
申
聞
候
、
右
二
付
回
座
引
立
候
事
を
し
ゐ
て
申
上
候
ハ
、
其
節

ハ
夫
二
向
取
扱
可
申
申
聞
候
、
右
之
趣
一
寸
書
付
二
き
っ
と
致
し
候

様
二
致
度
申
聞
候
、
右
之
書
付
を
以
申
談
候
よ
し
申
聞
候

猶
戸
村
十
太
夫
事
、
此
度
之
義
二
て
御
相
談
被
成
候
間
、
源
通
院
様

合
親
十
太
夫
へ
重
キ
義
ハ
御
相
談
被
遊
候
と
申
義
、
横
手
へ
帰
候
節

被
仰
付
候
間
、
此
度
も
親
同
様
相
心
得
候
様
二
と
被
仰
出
可
然
申
聞

候
間
、
我
等
存
候
ハ
、
親
筑
波
と
ハ
違
ひ
候
間
御
用
御
相
談
と
申
、

留
候
も
如
何
、
親
同
様
重
キ
御
用
ハ
御
相
談
被
成
候
と
被
仰
出
候
事

ハ
如
何
二
存
候
間
、
只
何
と
な
く
御
用
御
座
候
間
、
当
分
被
留
置
候

趣
被
仰
渡
方
可
然
申
候
所
、
至
極
同
意
之
趣
故
、
今
日
直
々
両
人
を

以
為
申
候
、
今
日
直
々
申
渡
候

こ
こ
で
上
申
さ
れ
た
の
は
第
一
に
家
老
へ
の
下
達
に
つ
い
て
で
あ
っ

た
。
両
人
か
ら
同
席
の
こ
と
を
申
し
渡
す
べ
き
こ
と
と
し
、
家
老
の
同

意
を
得
た
上
で
家
中
に
伝
達
す
る
こ
と
、
家
老
が
廻
座
を
引
き
立
て
る

よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
随
時
対
応
す
べ
き
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
書
付
を
作
成
し
て
対
応
す
る
と
言
う
。
第
二
に
戸
村
十
太
夫
を

親
の
由
緒
を
加
味
し
て
相
談
に
加
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
義
和
は
こ
れ

に
つ
い
て
、
親
同
様
に
相
談
を
命
じ
る
こ
と
に
難
色
を
示
し
、
何
と
な

く
用
が
あ
る
た
め
城
下
に
留
ま
る
よ
う
に
命
じ
る
べ
き
と
し
て
、
両
人

同
意
の
上
、
戸
村
に
伝
達
さ
れ
た
。

十
三
日
に
は
将
監
か
ら
「
老
共
へ
被
仰
出
候
書
付
草
稿
」
を
見
せ
ら

(22) 

れ
、
義
和
は
次
の
よ
う
に
返
答
し
た
。

我
等
申
候
ハ
、
此
度
一
件
ハ
重
キ
事
故
、
一
卜
先
両
人
二
て
老
共
ヘ

申
出
候
事
ハ
よ
ろ
し
く
候
得
共
、
弥
御
請
申
出
候
ハ
、
回
座
共
一
統

へ
申
出
候
節
ハ
左
衛
門
へ
も
一
卜
通
り
申
し
ら
せ
不
申
候
ハ
、
相
成

ま
し
く
存
候
と
申
候
所
、
今
朝
河
内
所
へ
参
候
様
申
参
候
間
、
将
監

参
り
候
所
、
左
衛
門
事
ハ
如
何
被
成
候
事
二
候
哉
と
申
候
よ
し
、
将

監
申
候
ハ
、
召
候
事
力
又
御
直
書
二
て
被
仰
遣
候
事
カ
ト
先
つ
今
以

咄
し
き
り
二
て
居
候

左
近
様
へ
も
相
談
な
し
二
も
相
成
ま
し
く
と
申
候
所
、
是
ハ
跡
二
て

被
仰
遣
候
て
も
可
然
哉
と
申
候
、
是
ハ
如
何
致
し
候
事
可
然
哉
思
慮

可
致
と
申
置
候
、
一
卜
先
御
相
談
不
申
候
て
者
相
成
ま
し
く
候

老
共
へ
申
出
候
ハ
、
斎
へ
も
一
卜
先
取
合
可
申
上
申
聞
候
事
と
存
候

と
申
候
得
者
、
是
左
様
二
も
有
之
ま
し
く
と
申
候
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家
老
が
同
意
し
た
後
、
廻
座
に
伝
達
す
る
に
当
た
っ
て
、
義
和
は
南

家
佐
竹
左
衛
門
や
叔
父
佐
竹
義
方
、
江
戸
家
老
疋
田
斎
へ
の
対
応
を
気

に
か
け
て
い
る
。
義
和
は
南
家
へ
知
ら
せ
る
べ
き
と
し
た
た
め
、
将
監

は
河
内
と
相
談
し
た
も
の
の
、
久
保
田
に
呼
ぶ
か
、
直
書
を
遣
わ
す
か

結
論
は
出
ず
、
結
局
南
家
が
召
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
義
方
へ
の

相
談
に
つ
い
て
、
将
監
は
後
で
知
ら
せ
れ
ば
よ
く
、
疋
田
斎
に
つ
い
て

も
相
談
す
る
必
要
は
な
い
と
し
た
。
疋
田
が
江
戸
に
あ
り
、
意
思
決
定

の
場
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
廻
座
で
あ
り
、
同
席
に
反
発

す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

十
九
日
、
義
和
は
将
監
・
河
内
と
納
戸
で
、
家
老
ら
が
同
意
し
な
か
っ

(23) 

た
場
合
の
対
応
を
次
の
よ
う
に
相
談
し
た
。

以
両
人
、
老
共
へ
申
出
、
御
う
け
不
申
上
候
ハ
ヽ
、
其
節
十
郎
兵
衛
・

東
十
郎
不
相
勤
所
存
二
相
成
候
事
と
存
候
、
相
成
た
け
ハ
両
人
相
勤

居
候
様
二
致
度
幾
度
と
申
さ
と
し
可
申
事

無
拠
不
相
勤
事
二
相
成
候
ハ
、
其
節
ハ
老
共
両
人
も
申
付
候
て
、
右

ヘ
河
内
・
将
監
差
添
於
廣
間
同
席
之
事
二
申
渡
候
事
二
可
致
と
致
相

談
候
、
右
両
人
ハ
十
太
夫
外
二
、
外
よ
り
と
申
よ
り
ハ
（
小
野
岡
）

大
和
二
て
も
可
申
付
哉
、
財
用
の
義
ハ
（
大
縄
）
新
蔵
何
分
か
ば
ん

と
申
付
候
て
可
然
、
村
瀬
（
拷
亭
）
も
か
だ
ん
申
付
候
間
同
様
之
義

と
存
候

又
太
郎
事
も
殊
二
よ
り
同
役
同
様
の
事
故
恐
入
引
取
可
申
も
難
計
候

得
と
も
、
是
者
引
渡
ノ
事
故
申
述
、
出
勤
為
致
候
て
相
成
可
申
と
致

相
談
事

十
太
夫
事
是
迄
被
留
置
候
て
、
十
日
余
何
も
不
申
談
候
間
、
被
留
置

候
主
意
無
之
候
間
、
両
人
合
明
日
二
も
御
書
付
拝
見
為
致
可
申
申
聞

候
、
依
可
然
と
申
付
候
、
我
等
事
影
ノ
間
へ
召
候
て
直
々
申
候
て
ハ

湯
沢
へ
も
相
談
不
致
候
間
、
十
太
夫
計
相
談
致
候
て
ハ
如
何
二
存
候

間
、
今
日
夕
後
小
座
敷
へ
只
相
手
二
召
候
て
将
監
•
河
内
具
サ
可
申

述
候
間
、
得
と
思
慮
致
所
存
御
座
候
ハ
、
可
申
聞
候
と
申
付
候
て
可

然
申
候
所
、
至
極
同
意
と
申
候
間
、
今
日
直
よ
ひ
申
付
候

廻
座
の
大
越
十
郎
兵
衛
と
梅
津
藤
十
郎
は
職
を
辞
す
こ
と
と
な
る
と

義
和
は
考
え
、
そ
れ
は
避
け
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
両
人
と
も

辞
め
た
場
合
に
は
、
新
た
に
二
名
を
家
老
に
就
け
、
将
監
、
河
内
と
と

も
に
広
間
で
同
席
の
こ
と
を
申
し
渡
す
こ
と
と
す
る
が
、
義
和
は
そ
の

候
補
と
し
て
引
渡
の
戸
村
十
太
夫
や
小
野
岡
大
和
の
名
前
を
挙
げ
、
加

談
に
大
縄
新
蔵
、
村
瀬
拷
亭
を
命
じ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
両
者
は

い
ず
れ
も
諸
士
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
家
老
岡
本
又
太
郎
も
辞
す
可
能
性

が
あ
る
が
、
引
渡
で
あ
る
の
で
慰
留
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に

戸
村
十
太
夫
に
も
書
付
を
見
せ
、
相
談
に
加
え
る
こ
と
に
決
定
し
た
が
、

南
家
を
配
慮
し
て
納
戸
に
は
召
さ
ず
に
小
座
敷
に
戸
村
を
召
す
こ
と
と

な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
八
月
二
十
八
日
に
は
、
将
監
か
ら
河
内
・
戸
村
と
の

相
談
に
お
い
て
、
河
内
が
翻
意
し
た
こ
と
が
次
の
よ
う
に
義
和
に
伝
え

ら
れ
店
。
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廿
八
日
、
七
ツ
半
過
将
監
出
申
聞
候
、
今
日
河
内
・
十
太
夫
三
人
揃

候
処
、
河
内
申
候
ハ
、
得
と
致
思
慮
候
所
、
同
席
二
被
仰
付
候
事
ニ

ハ
無
之
、
席
外
之
事
二
存
候
、
一
々
老
共
へ
同
意
之
趣
申
候
よ
し
将

監
申
聞
候
、
尚
老
共
同
様
不
調
法
被
仰
付
候
と
も
け
つ
し
て
致
候
よ

し
申
趣
申
聞
候
、
将
監
申
候
ハ
、
左
候
ハ
、
先
頃
御
同
意
之
趣
ハ
如

何
と
申
候
所
、
御
同
意
仕
候
覚
無
之
趣
申
候
由

先
日
之
書
付
河
内
自
筆
出
し
見
候
所
、
御
同
意
と
申
事
ハ
無
之
候
得

と
も
、
老
共
同
列
を
引
立
候
事
申
上
候
ハ
、
幾
重
二
も
可
取
扱
相
つ

の
り
、
無
筋
事
申
候
ハ
、
其
儘
二
い
た
し
差
置
も
不
仕
と
相
整
候
、

一
切
不
相
済
申
方
と
存
候

将
監
、
河
内
へ
申
候
ハ
、
思
召
御
尤
の
御
筋
合
故
御
同
意
仕
候
間
、

私
ハ
私
て
申
上
候
と
申
候
よ
し
申
聞
候
、
十
太
夫
も
あ
き
れ
顔
二
て

居
候
よ
し

河
内
は
同
席
に
反
対
し
、
諸
士
は
席
外
と
す
る
家
老
ら
に
同
調
し
た

意
見
を
述
べ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
将
監
が
先
に
同
意
し
て
い
た
こ
と
を

問
い
た
だ
す
と
、
河
内
は
同
意
し
た
覚
え
は
な
い
と
答
え
た
と
言
う
。

翌
日
に
は
「
河
内
出
申
聞
候
、
以
手
覚
申
聞
候
老
共
同
意
之
趣
也
、

書
付
留
置
致
思
慮
候
趣
申
候
」
と
「
用
向
書
留
」
に
あ
る
よ
う
に
、
家

(25) 

老
の
意
向
に
同
意
す
る
覚
書
を
義
和
に
差
し
出
し
た
。
河
内
は
「
将
監

所
存
形
之
文
面
承
候
而
、
愈
右
之
通
二
被
仰
渡
候
事
二
而
ハ
往
々
御
指(26) 

支
之
事
茂
難
計
卜
見
受
候
而
、
其
段
申
合
不
仕
候
而
者
恐
入
奉
存
候
」

と
、
将
監
の
意
向
、
す
な
わ
ち
同
席
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
不

都
合
、
具
体
的
に
は
家
老
と
の
対
立
を
危
惧
す
る
中
で
翻
意
し
た
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
将
監
の
対
応
へ
の
不
満
も
背
景
に
は
あ
っ
た
。
河
内
は

八
月
一
四
日
に
家
老
大
越
十
郎
兵
衛
と
梅
津
藤
十
郎
と
会
談
し
、
先
に

示
し
た
寛
政
七
年
の
家
老
に
よ
る
口
上
覚
の
存
在
を
知
っ
た
が
、
「
寛

政
七
卯
年
老
中
申
上
候
書
載
草
稿
持
参
候
而
被
読
候
、
右
寛
政
七
卯
年

之
書
載
ハ
上
合
御
渡
も
無
之
、
将
監
合
伝
も
無
之
、
初
而
承
り
候
趣
申

(21) 

断
候
」
と
、
義
和
と
将
監
か
ら
渡
さ
れ
た
文
書
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な

い
こ
と
へ
の
不
満
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
家
老
ら
と
会
談
す
る
中
で
、
彼

ら
が
同
席
に
反
対
す
る
意
思
が
強
い
こ
と
を
知
り
、
家
老
を
罷
免
す
る

こ
と
も
や
む
を
得
な
い
と
考
え
る
将
監
と
意
見
の
対
立
が
生
じ
た
よ
う

で
あ
る
。

九
月
三
日
に
は
「
老
共
へ
将
監
を
以
此
間
の
書
付
遣
候
事
二
い
た
し
、

今
日
遣
申
談
さ
せ
候
、
河
内
ヘ
ハ
相
済
候
跡
二
て
申
事
二
い
た
し
候
」

と
、
義
和
は
将
監
を
介
し
て
家
老
に
直
書
を
遣
わ
し
、
河
内
に
は
こ
の

(28) 

後
関
与
さ
せ
ず
、
事
後
報
告
す
る
こ
と
と
し
た
。

七
日
に
は
将
監
が
家
老
と
話
し
合
っ
た
結
果
、
「
河
内
事
お
し
か
り

被
成
事
二
相
成
り
候
て
ハ
表
向
不
軽
事
故
、
明
日
以
物
頭
御
用
之
義
御

座
候
て
被
留
置
候
所
、
御
用
無
之
候
間
、
罷
帰
候
様
被
仰
出
候
て
可
然

申
決
」
と
、
河
内
は
罰
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
用
が
済
ん
だ
と
し
て
角
館

に
帰
す
べ
き
と
上
申
が
あ
り
、
義
和
も
同
意
し
た
。

義
和
は
廻
座
へ
の
不
満
も
あ
り
、
苗
字
衆
を
重
用
し
、
引
渡
の
家
臣

を
家
老
に
据
え
る
こ
と
、
ま
た
梱
者
や
諸
士
で
信
頼
の
お
け
る
人
物
に
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加
談
を
命
じ
る
こ
と
で
、
自
ら
の
権
力
を
維
持
あ
る
い
は
強
化
し
よ
う

と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
義
和
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
ず
、
苗
字
衆
の
東

家
と
北
家
当
主
が
義
和
の
意
向
を
受
け
て
、
廻
座
と
諸
士
の
同
席
に
つ

い
て
家
老
と
の
合
意
形
成
を
進
め
る
方
策
は
破
綻
し
た
。
そ
の
た
め
将

監
・
戸
村
十
太
夫
に
よ
り
家
老
と
の
折
衝
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
後
北
家
は
義
和
・
将
監
の
意
向
に
不
満
を

募
ら
せ
、
事
あ
る
ご
と
に
反
発
し
、
対
抗
勢
力
の
よ
う
に
な
っ
て
い

(30) ＜
 

家
老
合
議
と
条
目
伝
達

(
1
)
家
老
へ
の
下
達
と
合
議

九
月
に
な
る
と
義
和
と
将
監
に
よ
り
詰
め
ら
れ
て
き
た
廻
座
・
諸
士

同
席
の
意
向
が
家
老
に
下
達
さ
れ
、
将
監
・
戸
村
・
家
老
に
よ
る
合
議

へ
と
移
行
し
て
い
く
。
九
月
一
＝
日
に
将
監
と
戸
村
か
ら
家
老
大
越
、
岡

(31) 

本
、
梅
津
へ
渡
さ
れ
た
義
和
直
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

廻
座
諸
士
同
席
一
件
、
梢
年
令
思
慮
候
得
共
、
辿
も
両
全
之
指
揮
者

相
評
シ
兼
候
二
付
、
以
来
同
席
之
義
二
可
申
渡
候
、
座
辺
之
面
々
往

古
よ
り
諸
士
江
混
候
役
俄
勤
来
候
義
、
致
連
綿
候
事
二
候
、
因
而
格

別
之
存
慮
を
以
、
諸
近
臣
以
上
同
席
可
申
渡
、
固
よ
り
礼
譲
之
道
ハ

互
一
・
一
不
相
失
様
申
渡
方
も
可
有
之
候

一
、
廻
座
よ
り
諸
士
同
役
申
付
候
節
、
頼
分
と
申
義
相
除
き
往
古
二

者
戻
候
得
共
、
諸
士
同
役
申
付
候
節
ハ
上
席
可
為
致
候
、
右
之

趣
委
曲
者
将
監
江
申
述
候
間
、
取
合
承
知
之
上
所
存
之
儀
者
無

腹
蔵
申
聞
候
様
二
致
度
候

廻
座
と
諸
士
の
同
席
を
命
じ
る
内
容
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
古
来
、
廻

座
の
家
臣
た
ち
は
諸
士
と
混
ざ
り
役
職
を
務
め
て
き
た
と
い
う
認
識
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
廻
座
と
諸
士
が
同
役
に
就
い
た
場
合
に
は
、
廻

座
を
上
席
と
す
べ
き
と
あ
る
が
、
詳
細
は
将
監
に
述
べ
て
い
る
と
し
て
、

直
書
の
内
容
に
同
意
の
上
、
意
見
を
述
べ
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
が
記

し
て
あ
っ
た
。
こ
の
後
、
義
和
が
家
老
と
議
論
を
す
る
こ
と
は
な
く
、

将
監
・
戸
村
と
家
老
に
よ
る
合
議
は
、
随
時
将
監
か
ら
上
申
さ
れ
、
義

和
の
意
向
は
将
監
を
介
し
て
家
老
に
伝
達
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

(32) 

九
月
十
三
日
に
は
次
の
よ
う
に
家
老
か
ら
将
監
へ
演
説
が
あ
っ
た
。

一
、
大
礼
等
有
之
候
節
、
上
客
御
相
手
番
以
上
之
方
可
被
相
控
候
、

乍
去
宗
家
之
故
を
以
大
礼
之
品
二
寄
、
古
来
よ
り
親
等
相
頼
来

候
類
者
格
別
二
有
之
事

一
、
申
立
事
、
又
者
内
談
筋
等
二
付
被
相
控
候
節
、
平
日
内
座
等
者

勿
論
、
敷
居
外
一
礼
之
上
ハ
都
而
同
席
可
被
致
事

一
、
年
始
•
平
日
共
二
手
狭
之
宅
二
て
敷
居
外
取
扱
不
相
応
之
座
敷

者
、
都
而
同
席
可
被
致
事

一
、
大
礼
•
平
日
共
二
膳
器
等
、
都
而
無
差
段
可
被
取
扱
事

一
、
大
御
番
頭
、
御
番
組
会
釈
之
義
、
都
而
是
迄
之
通
り
可
被
相
心

得
事
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一
、
於
途
中
時
宜
相
等
之
事
も
都
而
手
厚
二
可
被
致
、
猶
演
説
二
も

及
候
事

こ
こ
か
ら
は
家
老
た
ち
が
、
諸
士
が
廻
座
と
同
席
す
る
場
合
、
敷
居

外
で
一
礼
す
る
こ
と
な
ど
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
関

し
て
十
五
日
に
は
、
将
監
か
ら
義
和
に
報
告
が
あ
っ
た
が
、
「
膳
器
等

ハ
皆
同
様
二
為
致
可
申
と
書
候
一
ヶ
條
あ
し
き
所
有
之
、
外
ハ
存
候
通

二
相
成
候
、
一
卜
先
将
監
申
談
、
十
郎
兵
衛
ま
け
て
も
一
ツ
の
事
故
、

御
請
申
上
候
事
二
い
た
し
度
申
談
度
申
聞
候
」
と
、
膳
器
に
関
す
る
第

四
条
に
つ
い
て
家
格
に
よ
り
差
を
設
け
な
い
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る

が
、
他
は
想
定
し
て
い
た
通
り
で
あ
っ
た
と
す
る
。

十
月
二
日
に
将
監
は
家
老
へ
書
付
を
渡
し
て
相
談
を
し
た
が
、
そ
こ

で
将
監
が
問
題
と
し
た
の
は
「
於
上
二
御
取
扱
之
次
第
、
下
江
移
シ

候
義
ハ
罷
成
間
敷
事
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
於
上
二
御
取
扱
之
儀

者
御
苗
字
令
諸
士
二
至
迄
其
差
等
有
之
候
ハ
上
之
御
取
扱
二
御
座

候
」
と
し
、
「
上
之
御
取
扱
私
宅
江
相
移
シ
取
扱
候
筋
ニ
ハ
無
之
候
」
、

つ
ま
り
「
廻
座
之
面
々
私
宅
江
相
移
シ
諸
士
取
扱
候
筋
ニ
ハ
在
之
間
敷

候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
座
格
制
は
藩
主
を
中
心
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
廻
座
を
中
心
と
し
て
私
宅
で
の
諸
士
と
の

関
係
に
適
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
ま
た
「
御
番
処
江
泊
番
又
ハ
同
役
等
之
儀
引
証
可
相
成
事
、
往
古

御
番
所
江
諸
士
同
様
泊
番
相
勤
無
役
引
渡
御
調
致
候
儀
二
相
見
得
、
外

二
其
以
上
之
面
々
諸
士
江
混
当
番
相
勤
候
儀
相
見
得
不
申
候
」
、
「
是
の

ミ
な
ら
す
廻
座
諸
士
相
混
候
儀
間
々
在
之
候
、
依
之
同
席
相
当
候
事
ニ

被
存
候
」
と
、
か
つ
て
廻
座
と
諸
士
は
と
も
に
泊
番
を
務
め
て
い
た
の

み
な
ら
ず
、
廻
座
と
諸
士
が
混
ざ
り
合
っ
て
務
め
て
き
た
事
例
は
あ
り
、

同
席
が
ふ
さ
わ
し
い
と
あ
る
。
さ
ら
に
「
此
度
之
被
仰
出
廻
座
席
被

相
下
ケ
と
か
又
者
正
月
廻
座
と
被
相
改
平
日
者
外
二
御
取
扱
も
無
之
、

或
御
目
見
之
席
江
也
相
係
候
次
第
二
も
御
座
候
ハ
、
格
別
二
御
座
候

得
共
、
何
ソ
位
階
江
相
係
候
筋
も
無
之
、
往
古
之
形
御
旧
記
二
も
相
見

得
候
通
、
同
席
適
当
之
儀
二
御
座
候
得
者
、
異
論
有
之
間
敷
事
二
被
存

候
」
と
あ
り
、
本
書
付
は
廻
座
を
貶
め
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
先

例
を
照
会
し
て
も
同
席
が
ふ
さ
わ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
家
老
た
ち
は
、
将
監
が
報
告
す
る
に
は
「
老
共
外
ニ

一
礼
な
し
二
同
席
の
こ
と
ハ
申
会
方
無
之
趣
申
聞
候
」
と
あ
り
、
諸
士

が
一
礼
し
て
廻
座
と
同
席
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
妥
協
す
る
意
思
が

な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
十
郎
兵
衛
演
説
ニ
ハ
、
又
太
郎
事

御
引
渡
席
二
も
居
候
間
将
監
・
又
太
郎
・
十
太
夫
三
人
へ
御
相
談
被
遊

候
様
二
同
意
二
候
ハ
、
申
上
候
様
申
聞
候
趣
尤
事
二
取
受
候
趣
挨
拶
い

た
し
候
段
申
聞
候
」
と
、
大
越
十
郎
兵
衛
は
岡
本
又
太
郎
は
引
渡
で
あ

(35) 

る
こ
と
か
ら
、
義
和
と
の
相
談
に
加
え
る
べ
き
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
十
月
八
日
に
義
和
は
納
戸
に
岡
本
を
召
し
、
岡
本
は
、

「
是
迄
先
役
共
申
上
候
事
の
ミ
申
上
候
て
居
候
間
、
是
よ
り
ハ
御
役
は

な
れ
候
て
御
相
談
可
申
上
事
二
段
々
申
候
」
と
、
こ
れ
ま
で
先
役
が
上

申
し
た
通
り
に
意
見
を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
以
後
、
自
ら
の
意
思
に
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(36) 

基
づ
い
て
相
談
に
加
わ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

十
月
十
三
日
に
は
、
将
監
と
岡
本
が
「
い
つ
れ
同
席
之
事
二
申
付
候
、

右
二
付
色
々
咄
し
合
候
、
十
郎
兵
衛
•
藤
十
郎
し
ゐ
て
申
上
候
節
ハ
御

役
御
免
御
事
二
相
極
メ
、
跡
家
老
ハ
十
太
夫
申
付
候
事
二
い
た
し
」
と

相
談
し
、
同
席
を
申
し
付
け
る
が
、
大
越
、
梅
津
が
同
意
し
な
い
場
合

(37) 

に
は
罷
免
し
、
戸
村
を
家
老
に
す
る
こ
と
と
し
た
。

翌
十
四
日
に
は
大
越
か
ら
将
監
に
家
老
合
議
の
報
告
が
あ
っ
た
が
、

(38) 

そ
れ
は
次
の
よ
う
に
将
監
か
ら
義
和
に
上
申
さ
れ
た
。

将
監
出
申
聞
候
者
、
昨
日
老
共
申
会
候
趣
十
郎
兵
衛
演
説
候
由
、
被

仰
出
の
趣
段
々
申
会
候
所
、
皆
々
同
席
の
事
ハ
如
何
、
一
役
面
々
者

同
席
、
外
ハ
一
寸
敷
居
外
二
て
時
宜
致
、
内
へ
と
申
事
な
く
入
候
事

二
被
仰
付
候
て
可
然
申
聞
候
由
、
回
座
へ
も
き
っ
と
内
へ
と
申
間
敷

趣
き
っ
と
申
付
候
由
也
、
右
二
付
段
々
申
聞
候
、
略
之

東
十
郎
ハ
い
つ
れ
同
席
ハ
不
相
成
と
別
段
ニ
―
人
た
ち
申
候
由
、
東

十
郎
ハ
罷
下
り
、
遠
慮
加
ヒ
申
上
候
由
申
聞
候
由
、
右
二
付
将
監
ハ
、

遠
慮
之
所
ハ
暫
控
候
様
二
申
候
て
罷
出
候
趣
申
聞
候

右
二
付
以
将
監
か
み
二
て
、
監
物
・
小
早
人
へ
内
々
為
申
候
所
、
左

様
二
候
ハ
、
右
之
通
り
二
致
候
、
此
度
き
っ
と
相
勤
メ
方
可
然
申
候

由
、
依
而
以
将
監
、
老
共
へ
右
之
通
り
申
付
候
事
二
申
出
候
所
、
藤

十
郎
ハ
い
つ
れ
御
同
意
二
無
之
、
遠
慮
申
立
候
事
申
候
由
、
依
而
将

監
初
東
十
郎
今
一
度
思
慮
相
重
、
承
候
様
申
候
由
、
一
切
承
知
無
之

よ
し

大
越
は
諸
士
す
べ
て
と
同
席
す
る
こ
と
に
つ
い
て
難
色
を
示
し
、
役

付
の
者
は
同
席
と
し
、
他
は
敷
居
の
外
で
一
礼
し
て
同
席
す
べ
き
こ
と

を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
直
筆
書
付
に
反
映
さ
れ
、
副
役
以

上
は
初
め
か
ら
同
席
と
し
、
そ
れ
以
下
の
役
付
の
諸
士
は
敷
居
外
で
一

礼
し
て
か
ら
同
席
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

一
方
で
梅
津
藤
十
郎
は
、
同
席
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
合
議
の
場
か

ら
退
席
し
た
。
将
監
ら
は
梅
津
に
再
考
を
求
め
た
が
、
同
意
は
な
く
、

十
六
日
に
は
中
山
文
右
衛
門
を
梅
津
の
屋
敷
に
遣
わ
す
が
面
会
も
叶
わ

(39) 

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
十
九
日
に
は
梅
津
へ
遠
慮
を
申
し
付
け
る
こ
と

(40) 

と
な
り
、
廻
座
の
家
老
が
一
人
職
を
退
く
こ
と
と
な
っ
た
。

(2)
条
目
伝
達
か
ら
廻
座
の
同
意
ま
で

こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
十
月
二
十
一
日
に
廻
座
・
諸
士
同
席
の
直

筆
書
付
及
ぴ
条
目
が
執
達
さ
れ
た
。
た
だ
し
こ
れ
が
効
力
を
有
す
る
た

め
に
は
、
廻
座
の
同
意
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
義
和
は
廻
座
の

動
向
を
気
に
か
け
、
将
監
を
介
し
て
情
報
を
収
集
し
た
。
一
方
で
義

和
が
同
席
を
命
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
廻
座
の
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
。

(41) 

二
十
二
日
に
は
将
監
か
ら
義
和
に
次
の
よ
う
な
報
告
が
あ
っ
た
。

十
月
廿
二
日
、
将
監
申
聞
候
、
帯
刀
咄
し
ニ
ハ
呻
仁
緯
籾
釦
畔
、
此

間
中
帯
刀
・
太
郎
左
衛
門
・
掃
部
介
三
人
寄
合
申
会
候
て
居
候
由
、

被
仰
出
も
無
之
候
間
、
只
申
会
居
候
趣
咄
し
二
候
由

廿
一
日
ニ
ハ
一
役
已
上
同
席
、
其
他
ハ
席
外
二
被
仰
出
と
申
事
二
、
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薄
々
承
居
候
所
一
統
ノ
被
仰
出
二
て
無
覚
驚
候
趣
咄
し
候
由
也
、
右

ニ
付
あ
ま
り
駕
罷
下
り
候
途
中
二
て
、
帯
刀
組
下
へ
申
渡
候
事
相
伺

候
事
失
念
致
候
と
て
、
早
々
十
郎
兵
衛
宅
へ
参
り
申
候
所
、
未
下
り

前
故
又
々
御
城
へ
出
相
伺
申
候
由
、
平
日
な
れ
ハ
則
心
付
候
事
を
失

念
致
罷
下
候
、
実
以
驚
入
候
と
申
、
咄
し
候
由

帯
刀
申
候
ニ
ハ
、
敷
居
外
一
礼
二
て
同
席
と
御
座
候
得
者
、
則
同
席

の
事
二
御
座
候
、
又
会
釈
之
上
と
御
座
候
ハ
ヽ
、
同
席
致
候
と
て
も

内
へ
と
ゆ
る
し
入
可
申
候
得
と
も
、
上
ヨ
リ
ー
礼
之
上
同
席
と
御
座

候
得
者
、
内
へ
と
ゆ
る
し
入
候
事
ニ
ハ
無
之
と
申
候
由
、
将
監
申
候

ニ
ハ
、
決
し
て
内
へ
と
申
事
ハ
な
ら
ぬ
事
と
呉
々
申
述
候
よ
し
也
、

帯
刀
初
廻
座
一
統
、
右
之
通
り
承
候
と
帯
刀
申
聞
候
由
也

い
つ
れ
早
ク
申
会
候
て
可
申
上
様
二
将
監
呉
々
申
述
候
所
、
帯
刀
申

ニ
ハ
、
い
つ
れ
不
同
心
之
面
々
者
、
夫
々
二
銘
々
二
て
可
申
上
様
申

居
候
由
也
、
御
請
可
申
上
存
候
面
々
、
早
ク
可
申
様
二
と
申
付
候
て

居
候
と
帯
刀
申
候
由

将
監
申
候
ハ
、
願
申
上
候
事
力
、
又
ハ
し
ゐ
て
同
様
二
居
候
事
ハ
な

ら
ぬ
か
、
此
二
つ
之
内
申
上
候
ハ
、
身
か
く
ご
致
申
上
候
事
二
無
之

候
て
ハ
不
相
成
趣
申
述
遣
候
と
申
聞
候

和
田
掃
部
助
二
可
有
之
存
候
由
、
此
度
の
御
直
書
ハ
難
有
な
い
と
申

候
由
也

向
帯
刀
は
山
方
太
郎
左
衛
門
や
和
田
掃
部
助
と
義
和
の
裁
断
が
近
い

こ
と
を
察
し
て
話
し
合
っ
て
い
た
が
、
家
中
一
統
に
対
し
申
し
渡
さ
れ

る
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
驚
き
動
揺
し
た
様
子
で
あ
っ
た
と
い
う
。
条

目
執
達
後
、
向
は
気
が
動
転
し
て
下
城
し
た
た
め
、
支
配
の
組
下
へ

の
伝
達
に
つ
い
て
家
老
に
尋
ね
る
こ
と
を
失
念
し
、
大
越
の
屋
敷
ま
で

戻
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
向
は
「
内
へ
」
と
許
可
を
し
て
か
ら
同
席
す

べ
き
と
考
え
て
い
た
が
、
将
監
は
、
そ
れ
は
決
し
て
な
ら
な
い
と
返
答

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
将
監
が
早
く
同
意
す
る
よ
う
に
求
め
た
と
こ
ろ
、

向
は
不
同
意
の
者
が
個
別
に
意
見
を
上
申
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
述
べ

た
の
で
、
将
監
は
同
席
に
反
す
る
願
等
は
許
さ
な
い
と
強
硬
な
態
度
を

示
し
た
。
ま
た
、
和
田
が
直
書
を
あ
り
が
た
く
な
い
と
述
べ
て
い
た
と

い
う
話
も
あ
り
、
廻
座
に
と
っ
て
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
よ
く
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
廻
座
の
同
意
を
す
ぐ
に
得
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
十
月
二
十
五
日
に
は
廻
座
が
梅
津
頼
母
の
屋
敷
で
寄
合
を
し

(42) 

て
い
る
こ
と
を
義
和
は
将
監
か
ら
聞
き
、
次
の
よ
う
に
指
示
し
た
。

我
等
申
候
ハ
、
左
候
ハ
、
今
日
出
候
面
々
へ
申
付
、
今
日
御
請
為
申

上
可
然
、
御
請
不
相
成
者
ハ
き
っ
と
申
付
可
然
、
今
日
迄
申
会
候
故

い
つ
れ
申
上
候
二
相
成
候
事
也
と
呉
々
申
候
所
、
左
候
て
ハ
割
引
~

御
請
不
申
上
不
相
成
様
二
て
如
何
、
又
御
請
不
相
成
候
者
ハ
申
上
候

程
申
上
す
、
御
咎
被
仰
付
候
て
ハ
如
何
故
、
廿
八
日
迄
二
き
っ
と
可

申
上
様
申
付
候
て
可
然
申
候
故
、
左
候
ハ
、
明
日
迄
二
可
申
上
様
申

述
候
様
二
と
十
郎
兵
衛
へ
可
申
様
申
付
候
所
、
十
郎
兵
衛
へ
も
申
候

所
今
日
申
述
候
て
廿
七
日
二
御
休
日
な
れ
ど
も
罷
出
候
間
御
請
き
っ
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と
申
上
候
様
二
と
申
述
候
よ
し
申
聞
候
由
申
聞
候
間
、
き
っ
と
廿
七

日
迄
二
可
申
聞
様
只
々
申
付
候

こ
こ
か
ら
は
強
引
に
廻
座
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
義
和
に
対
し

て
、
同
意
を
無
理
強
い
す
る
こ
と
は
せ
ず
に
冷
静
な
対
応
を
求
め
る
将

監
と
い
う
構
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
義
和
は
早
急
に
廻
座
が

同
意
す
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
将
監
と
大
越
が
相
談
し
、
二
日
後
に
上

申
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二
十
七
日
に
は
「
昼
、
将
監
・
老
共
揃
候
て
廻
座
一
統
、
廿
一
日
被

仰
出
難
有
奉
畏
候
段
御
請
申
上
候
趣
申
聞
候
」
と
、
将
監
と
家
老
か
ら
、

廻
座
一
統
同
意
を
し
た
と
報
告
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
義
和
は
「
大

(43) 

二
安
心
致
候
」
と
記
し
て
い
る
。
義
和
に
と
っ
て
本
問
題
の
裁
断
が
い

か
に
精
神
的
負
荷
の
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
義
和
と
将
監
の
意
向
に
沿
う
形
で
同
席
一
件
は
落
着
し

た
が
、
こ
の
後
、
家
老
や
廻
座
と
緊
張
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
義
和
と

将
監
は
直
臣
・
陪
臣
間
の
身
分
秩
序
の
明
確
化
を
図
る
こ
と
と
な
る
。

同
席
一
件
と
と
も
に
陪
臣
で
あ
る
廻
座
の
家
来
が
諸
士
に
殿
付
で
応
対

(44) 

す
る
こ
と
に
端
を
発
す
る
「
殿
付
一
件
」
の
問
題
も
あ
り
、
家
中
仕
置

に
関
わ
る
義
和
の
政
務
の
主
眼
は
そ
の
処
理
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
点
を
ふ
ま
え
て
「
廻
座
・
諸
士
同
席
一
件
」

に
み
る
義
和
と
家
臣
の
関
係
を
ま
と
め
て
お
く
。
義
和
と
東
家
当
主
佐

竹
将
監
は
、
藩
校
で
学
ぴ
、
学
問
に
秀
で
た
諸
士
の
登
用
に
肯
定
的
で

あ
り
、
家
老
の
候
補
と
し
て
中
山
文
右
衛
門
の
名
を
挙
げ
て
い
た
こ
と

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
義
和
は
諸
士
に
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
義
和
の
身
近
に
あ
っ
た
側
方
の
用
人
や
膳
番
は
諸

士
で
あ
り
、
本
稿
で
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
側
方
は
義

和
の
意
思
形
成
及
ぴ
決
定
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
今
後

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
で
諸
士
の
登
用
に
不
満
を
持
つ
廻
座
と

は
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
。
廻
座
は
先
祖
以
来
の
特
権
が
脅
か
さ
れ
る
こ

と
を
危
惧
し
て
主
君
義
和
に
指
揮
を
求
め
た
が
、
結
論
を
先
延
ば
し
に

す
る
主
君
に
対
す
る
不
満
を
募
ら
せ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
義
和

の
裁
断
を
催
促
す
る
よ
う
な
動
き
も
見
ら
れ
、
義
和
の
権
威
に
関
わ
る

問
題
と
し
て
、
将
監
を
中
心
と
し
て
そ
れ
を
牽
制
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

享
和
三
年
の
下
国
後
、
義
和
は
こ
の
よ
う
な
廻
座
を
強
権
的
に
押
さ

え
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
姿
勢
で
一
件
の
処
理
に
臨
ん
だ
が
、
苗
字
衆
の

東
家
・
北
家
当
主
や
引
渡
の
家
臣
と
相
談
し
、
家
老
の
同
意
の
上
、
家

中
一
統
に
直
筆
書
付
及
び
条
目
で
申
し
渡
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
意

思
決
定
に
お
い
て
、
義
和
が
本
件
で
直
に
議
論
を
し
た
の
は
、
東
家
・

北
家
当
主
と
引
渡
の
戸
村
十
太
夫
・
岡
本
又
太
郎
で
あ
り
、
特
に
廻
座

お
わ
り
に
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の
家
老
と
は
議
論
を
す
る
こ
と
は
な
く
、
義
和
の
意
向
は
将
監
を
介
し

て
直
筆
書
付
を
も
っ
て
伝
達
さ
れ
た
。
本
件
の
裁
断
は
家
老
か
ら
求
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
廻
座
の
家
老
は
同
席
に
難
色
を
示
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、
義
和
の
意
思
決
定
は
将
監
や
引
渡
の
家
老
に
依
存
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。

佐
竹
義
和
の
政
務
は
、
家
格
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
の
最
終
決
定

権
を
有
す
る
中
で
、
当
該
期
に
は
「
御
家
」
に
関
わ
る
こ
と
が
中
心
で

あ
り
、
納
戸
に
お
い
て
官
僚
制
外
に
あ
っ
た
東
家
の
将
監
と
意
思
決
定

を
す
る
場
面
が
多
か
っ
た
。
将
監
は
義
和
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
性
の
強
い

納
戸
に
召
さ
れ
、
官
僚
制
外
に
あ
り
な
が
ら
、
義
和
に
最
も
近
い
存
在

と
し
て
影
轡
力
を
有
し
て
い
た
。
東
家
当
主
は
、
人
材
登
用
な
ど
に
よ

り
生
じ
た
家
中
の
支
持
を
得
る
こ
と
の
難
し
い
問
題
の
処
理
を
支
え
た

が
、
苗
字
衆
で
は
唯
一
久
保
田
城
下
に
常
在
し
、
家
老
が
江
戸
に
出
府

し
て
留
守
に
す
る
期
間
が
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
重
臣
の
中
で
は
、

国
許
の
状
況
を
最
も
弁
え
て
い
て
然
る
べ
き
立
場
で
あ
っ
た
。
義
和
は

寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
親
裁
を
開
始
し
た
段
階
か
ら
、
そ
う
し
た

東
家
の
立
場
と
藩
祖
義
宣
以
来
の
歴
史
性
を
加
味
し
て
、
家
老
と
は
隔

(45) 

絶
し
た
役
割
を
付
与
し
た
こ
と
で
、
将
監
は
官
僚
制
の
外
に
あ
り
な
が

ら
、
宗
家
当
主
に
最
も
近
い
存
在
と
し
て
影
響
力
を
有
し
た
。
た
だ
し
、

そ
の
負
担
は
大
き
か
っ
た
。

将
監
に
つ
い
て
は
、
後
年
「
将
監
壮
年
に
し
て
一
体
厳
刻
の
人
、
君

上
に
お
い
て
も
た
の
み
お
ほ
し
た
る
事
と
き
こ
え
、
時
の
老
中
と
も

恨
り
た
る
事
と
見
え
し
な
り
、
さ
れ
と
も
酒
食
の
慎
ま
さ
る
あ
り
て

(46) 

そ
の
職
行
も
世
の
知
る
処
な
り
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
享
和
四
年

（
一
八

0
四
）
に
な
る
と
、
義
和
の
も
と
に
は
目
付
等
を
介
し
て
将
監

の
酒
席
で
の
不
行
跡
の
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
、
義
和
は
直
書
で
禁
酒
を

(47) 

命
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
将
監
は
義
和
の
意
向
を
汲
ん
で
同
席
に
向
け

て
家
老
や
廻
座
と
の
折
衝
を
担
っ
た
が
、
義
和
よ
り
も
む
し
ろ
将
監
に

不
平
不
満
が
集
中
す
る
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
精

神
的
に
負
荷
が
か
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
義
和
も
将
監
の
不
行
跡
を

厳
し
く
罰
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
義
和
が
江
戸
に
あ
っ
た
文
化
二
年

（
一
八

0
五
）
四
月
、
将
監
は
川
狩
の
際
に
飲
酒
し
、
同
行
者
を
斬
り

つ
け
殺
侮
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
将
監
は
親
類
多
賀
谷
下
総
ヘ

永
預
と
な
り
、
系
図
か
ら
抹
消
さ
れ
、
東
家
は
佐
竹
左
近
義
方
の
子
で
、

義
和
に
は
従
兄
弟
に
あ
た
る
義
富
に
表
向
に
は
将
監
の
父
山
城
か
ら
家

(48) 

督
相
続
を
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。

義
和
を
支
え
た
将
監
が
そ
の
側
か
ら
去
り
、
政
治
経
験
の
な
い
人
物

が
東
家
当
主
と
な
り
義
和
の
用
談
に
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
義
和

(49) 

は
義
富
に
将
監
と
ほ
ぼ
同
様
の
役
割
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
血
縁

的
紐
帯
と
能
力
を
見
極
め
て
信
頼
で
き
る
人
物
選
定
し
た
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
一
方
で
将
監
に
依
存
し
て
い
た
部
分
を
自
ら
処
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
な
ど
、
義
和
の
政
務
も
変
化
し
て
い
く
こ
と
と

な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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注
(
1
)
大
久
保
鉄
作
「
天
樹
院
佐
竹
義
和
公
」
一
九
一
六
年
、
天
樹
院
公
頌

徳
集
編
築
会
「
佐
竹
義
和
公
頌
徳
集
全
」
一
九
ニ
―
年
。

(
2
)
佐
竹
義
和
の
自
筆
記
録
及
ぴ
大
名
の
自
筆
記
録
を
分
析
す
る
意
義
に

つ
い
て
は
、
拙
稿
「
秋
田
藩
主
佐
竹
義
和
の
自
筆
記
録
に
関
す
る
考

察
」
（
「
東
北
近
世
史
」
第
四
三
号
、
二

0
一
九
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

「
用
向
書
留
」
は
横
半
帳
で
全
十
七
冊
か
ら
な
り
（
秋
田
県
公
文
書

館
佐
竹
文
庫
A
s
3
1
2
_
2
3—

l
\
1
4
)、
秋
田
県
公
文
書
館
で

は
、
貼
外
題
の
は
が
れ
た
三
冊
を
「
御
手
控
」
と
表
題
を
付
し
て
整

理
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
用
向
書
留
」
＋
、
十
二
、
十
四
巻
に
該

当
す
る

(
A
s
3
1
0
|
6
|
l
i
3
)
。

(
3
)
佐
竹
宗
家
と
の
由
緒
に
よ
り
、
引
渡
（
一
番
座
・
ニ
番
座
）
．
廻
座
・

諸
士
（
一
騎
・
駄
雖
・
不
肖
）
の
序
列
が
設
定
さ
れ
、
家
老
は
引
渡
・

廻
座
か
ら
選
出
さ
れ
た
。
佐
竹
の
苗
字
を
名
乗
る
北
・
東
・
南
・
西
（
小

場
）
の
四
家
も
引
渡
に
含
ま
れ
た
が
、
苗
字
衆
と
称
さ
れ
、
こ
れ
ら

の
当
主
は
役
職
に
就
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
地
方
知
行
制
に
あ
っ
て
、

北
・
南
・
西
は
所
預
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
角
館
・
湯
沢
・
大
館
を
支

配
し
た
の
に
対
し
て
、
東
家
の
み
は
藩
祖
義
宣
の
命
に
よ
り
久
保
田

城
下
に
在
住
し
、
当
主
は
代
々
久
保
田
に
あ
っ
た
。

(
4
)
根
岸
茂
夫
「
秋
田
藩
に
お
け
る
座
格
制
の
形
成
」
（
「
近
世
史
論
」
第

一
号
、
一
九
七
九
年
）
。

(
5
)
加
藤
民
夫
「
佐
竹
義
和
時
代
の
文
教
政
策
」
（
「
秋
田
県
公
文
書
館
研

究
紀
要
」
第
十
一
号
、
二

0
0
五
年
）
。

(
6
)
「
御
亀
鑑
」
第
七
巻
、
秋
府
（
二
）
一
四
〇
＼
一
四
二
頁
。

(
7
)秋
田
県
公
文
書
館
戸
村
家
文
書
、

A
T
3
1
2
|
1
3—
l
.
2

。

(
8
)
「
北
家
御
日
記
」
五
百
五
十
六
（
秋
田
県
公
文
書
館
佐
竹
北
家
文
書
、

A
K
2
1
2
_
1
|
5
5
6
)
。

(
9
)
秋
田
県
公
文
書
館
佐
竹
北
家
文
書
、

A
K
3
1
2
|
6
6
0

(10)
金
森
正
也
「
藩
政
改
革
と
地
域
社
会
ー
秋
田
藩
の
「
寛
政
」
と
「
天

保
」
ー
」
消
文
堂
、
二

0
1
―年。

(11)
「
廻
座
諸
士
同
席
一
件
」
（
前
掲
註
（
7
）
に
同
じ
）
。

(12)
「
用
向
書
留
」
一
、
享
和
三
年
六
月
九

8
。

(13)
「
用
向
書
留
」
一
、
享
和
三
年
五
月
十
七
日
。

(14)
「
用
向
書
留
」
一
、
享
和
一

1

一
年
六
月
二
十
日
。

(15)
「
用
向
書
留
」
一
、
享
和
三
年
七
月
二
十
九
日
。

(16)
「
用
向
書
留
」
一
、
享
和
三
年
八
月
一
日
。

(17)
「
日
本
国
語
大
事
典
」
に
は
「
一
般
に
は
屋
内
の
物
骰
部
屋
を
い
う
が
、

主
人
夫
婦
・
家
族
の
居
間
や
寝
室
な
ど
に
も
な
る
」
と
あ
る
。

(18)
拙
稿
前
掲
註

(
2
)
。

(19)
「
用
向
書
留
」
一
、
享
和
三
年
八
月
四
日
。

(20)
「
北
家
御
日
記
」
五
百
五
十
六
、
享
和
三
年
八
月
四
日
。

(21)
「
用
向
書
留
」
一
、
享
和
―
―
一
年
八
月
十
一
日
。

(22)
「
用
向
書
留
」
一
、
享
和
三
年
八
月
十
三
日
。

(23)
「
用
向
書
留
」
一
、
享
和
三
年
八
月
十
九
日
。

(24)
「
用
向
書
留
」
一
、
享
和
三
年
八
月
二
十
八
日
。

(25)
「
用
向
書
留
」
一
、
享
和
三
年
八
月
二
十
九
日
。
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(26)
「
書
載
写
」
（
前
掲
註

(9)
に
同
じ
）
。

(27)
「
北
家
御
日
記
」
五
百
五
十
六
、
享
和
三
年
八
月
十
四
日
。

(28)
「
用
向
杏
留
」
一
、
享
和
三
年
九
月
三
日
。

(29)
「
用
向
書
留
」
一
、
享
和
三
年
九
月
七
日
。

(30)
同
席
の
直
筆
書
付
及
び
条
目
が
出
さ
れ
た
後
、
義
文
は
、
不
満
を
述

べ
た
書
状
を
将
監
に
差
し
出
し
て
い
る
（
「
用
向
書
留
」
二
、
享
和

四
年
二
月
十
二
日
）
。

(31)
「
廻
座
諸
士
同
席
一
件
」
（
前
掲
註
（
7
）
に
同
じ
）
。

(32)
「
廻
座
諸
士
同
席
一
件
」
（
前
掲
註

(
7
)
に
同
じ
）
。

(33)
「
用
向
書
留
」
一
、
享
和
＿
―
-
年
九
月
十
五
日
。

(34)
「
廻
座
諸
士
同
席
一
件
」
（
前
掲
註
（
7
）
に
同
じ
）
。

(35)
「
用
向
書
留
」
一
、
享
和
三
年
十
月
二
日
。

(36)
「
用
向
杏
留
」
一
、
享
和
三
年
十
月
八
日
。

(37)
「
用
向
害
留
」
一
、
享
和
三
年
＋
月
十
三

8
。

(38)
「
用
向
書
留
」
一
、
享
和
三
年
十
月
十
四
日
。

(39)
「
用
向
書
留
」
一
、
享
和
一

1

一
年
十
月
十
六
日
。

(40)
「
用
向
書
留
」
一
、
享
和
三
年
＋
月
十
九
日
。

(41)
「
用
向
書
留
」
二
、
享
和
三
年
十
月
二
十
二
日
。

(42)
「
用
向
書
留
」
二
、
享
和
三
年
十
月
二
十
五
日
。

(43)
「
用
向
書
留
」
二
、
享
和
三
年
十
月
二
十
七
日
。

(44)
「
用
向
書
留
」
六
、
文
化
三
年
一
月
十
五
日
。

(45)
「
天
樹
院
様
御
代
御
直
書
御
書
附
写
」
（
秋
田
県
公
文
書
館
佐
竹
文
庫
、

A
s
3
1
2
|
4
9
)
。

(46)
橋
本
秀
実
「
八
丁
夜
話
第
こ
（
「
新
秋
田
叢
書
（
一
）
」
歴
史
図
書
社
、

一
九
七
二
年
）
。

(47)
「
用
向
書
留
」
二
、
享
和
四
年
二
月
二
十
九
日
。

(48)
「
用
向
書
留
」
四
、
文
化
二
年
五
月
十
一
日
。

(49)
「
天
樹
院
様
御
代
御
直
書
御
書
附
写
」
（
秋
田
県
公
文
苦
館
佐
竹
文
庫
、

A
s
3
1
2
_
4
9
)
。

[
付
記
]

本
稿
は
秋
田
大
学
史
学
会
近
世
近
代
史
部
会
第
八
五
回
研
究
会
に
お
け

る
報
告
内
容
を
も
と
に
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
ご
助
言
い
た
だ
い

た
皆
様
に
こ
こ
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
史
料
の
閲
覧
に
際

し
て
お
世
話
に
な
っ
た
秋
田
県
公
文
書
館
の
皆
様
に
も
合
わ
せ
て
御
礼
申
し

上
げ
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
J
S
P
S
科
学
研
究
費
（
若
手
研
究
、

1
9
k

1
3
3
2
6
)
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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